
全国社会保険労務士会連合会受託実施機関

令和8年度 厚生労働省委託事業
「中小企業・小規模事業者等に対する
  働き方改革推進支援事業」

働 き 方 改 革

お悩みに寄り添います
中小企業事業主等の皆様へ

カスハラの
対応をしたい!

働き方改革に関する様々な課題に社会保険労務士がお答えします。

〒840-0843
佐賀市川原町8番27号
平和会館1階

佐賀働き方改革推進支援センター

平日9：00～17：00 ※年末年始を除く

R8.6.1

saga@workstylereform.net
0120-610-464開所時間 T E L

F A XE-mail 0952-20-1541

Q

対応をご説明
しましょうかA

残業のない
働き方を知りたい！

Q

好事例と法制度を
ご案内しましょうかA

人手不足を
解消したい!

Q

人材育成研修を
しませんかA

補助金・助成金
を利用したい!

Q

ご案内
しますA

社員研修を
したい!

Q

資料提供や講師を
しましょうかA

ご利用
いただける
サービス 電話相談 メール相談 来所・訪問相談 セミナー

社員研修

佐賀産業保健総合支援センター 佐賀県よろず支援拠点 とも連携！

相談無料
秘密厳守

補助金（中小企業庁） 助成金（厚労省）

MAP▶H P▶
Youtube
チャンネル▶

YouTubeチャンネル始めました▶
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